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力の低下、コンパクトシテイ、厳しい財政事情など新しい課題が複雑な形で横たわっている。本報で

用いる地域の再デザインは、そのような状況において、従来の手法だけに頼るのではなく、社会情勢

の変化に対応しながら可能性の最大化を図る方法として進められる挑戦である。この時、公園や広場

などオープンスペースのポテンシャルをいかに引き出すかに注目したい。換言するなら、都市公園を

核としてその周辺地域の再デザインをランドスケープ 。イニシアテイブ (風景を調える〉として提案

するものである。

■公園の役割と当該地域

地域が公園と無関係であることはない。公園と地域を対として捉えてみると、相互に強い関係にあ

ることがわかる。公園のデザインはその立地を細かく分析してなされ、公園に近隣して生活する人や、

そうした場所で事業を展開している人の多 くは公園を活用しようとしているからである。しかしすべ

てがプラスの面から公園を見ているとは限らず、時として迷惑な空間として批判を浴びることもある。

もちろん批判を受けず、公園の効用 。効果を地域にもたらす方向を探らなくてはならない。

公園制度が日本に誕生して 140年、世界の公園史ではこれより30年 ほど古く170年 となる。産業革

命の進展に伴い世界の主要都市に誕生した都市公園 Urban Parkは、地域にどのように役立ってきた

のだろうか。高齢化社会に突入した先進国に今共通しているのは「健康長寿に役立つ都市公園」であ

る。関連の国際会議でもhealthがキーワードである。このように地域に役立つ公園に思考を巡らすなら、

当然、公園デザインと公園マネジメントの連携が密になり、新たな職能像が浮かび上がってくる。

世界の公園史 170年の間に、公園は社会の変化に対応して進化してきた。振 り返って、公園が「都

市の肺臓」と言われた時期と炭酸同化作用が科学的に証明された時期は一致している。密集した市街

地の中に、ちようど公園が建物の窓枠のように存在し、そこから新鮮な空気が入 り込むとのイメージ

から「都市の窓」と表現されたこともある。こうした自然科学的機能だけでなく、公園開園式の情景

を描いたエッチングや写真からは、洋の東西を問わず公園がコミュニケーシヨンの場となって人と人

を結びつけ都市文化の発揚に寄与していたことがわかる。つまり公園の役割についての社会科学的意

味付けも十分であった。またわが町初の公園は地域の人々にとっては未体験ゾーンでもあった。そこ

での物事への出会いは新しい文化の移入ともなった。文化を培う器としての公園である。そして東京・

横浜で未曾有の震災が発生した時、公園の周 りが火の海となると、人々は開設直後の公園に逃げ込ん

だ。公園から離れた人は命を失い、近隣の人は助かったことから、公園は安全安心の場として評価され、

以後計画された。このように、時代と共に公園の役割は変容し、また機能が重合することで公園の形

態変化となった。

しかし、すべての公園が理想通りに進化してきているとは言い難い。一度造られた公園の改造の議

論はそう多 くはなかった。あったとしても過激な集会を禁止するための広場の改変や、公園の一部が

道路用地として削られるなどネガテイブな理由による改造の方が多かったように思う。これからはポ

ジティブな改造や更新を議論すべきである。先に述べた道路橋や トンネルの老朽化の問題、その背景

には大量に「整備された時期の山場」があるが、道路整備五か年計画が始まったのは 1954(昭和 29)

年のことである。これに対して都市公園等整備五か年計画は 1972(昭和 47)年からであり、その開き

は 18年 となる。公園の構造物についても、単純に考えて、これから10年、15年後に大きな山場が来る。

都市公園の長寿命化計画は、これへの対処に属しようが、人間の寿命と一緒で健康長寿であることが

重要で、物理的に使える、使えない、の問題に止まらない。公園が地域社会の中で活かされる状況を

作 り出すという社会的寿命に常に目を向けることである。社会的寿命の測定で有効なのは公園の外部

経済効果や健康長寿に資する公園のエビデンスである。そうしたことも公園では今から視野に入れて

おかないと、不要な公園の廃止議論が続出し、これを食い止めることが不可能ということになる。

そうした危惧から、公園が地域とどのような関係にあるか、あるべきかが重要なのである。そして

PttIR   bヽl.7  2013



810乙 ι・I咀
 彫控耐晶図予

アコツマ)01β冨―認羽′互ロヤ⑫R半箪獲77当颯図予
｀
2マ〔7_f‐¥身尋半単⑦り判ヾκ/イツム図

ψ⑦脅峯νr°ツ孝マ蚤籠さ77コツ暫)ユマ馴暮認マ半軍町77¥軍図予
｀
9モ2_f-71コ女母音峰

Aヽ■FI)聯冒
｀
a FDlマコツ準イン許ご)η国具

｀
マ3/f)■7⑫9孝妻墨尋獲77固予コ〔f⑫コ

ーツ蜘OF′壬∠4=ル国■V/卑婦―馴祥0半迎駒■7半網NV/■

°
29

2マwa准尋蟹軍⑦c―⑦ヽT回動皿⑦図予ツ準摯陥
°ヽへγη冒」計尋7コツ準コ耐T⑦刷清⑫γ尋く

ン許ご量⑫獲騨γη日早l尋アーンアイエー辛⑫コ孝箭Ⅵを図予マIW°γヽフコTa違尋叫El珈聯⑦ツ
°ヽへ孝20(1熙準1畔迪ツ〉G尋獲碑と卑螺ツνざ|ヨ

｀
)γ爾尋↓■6熙□Y°ツγ

=〕
1〔マツAヽ)`下

Dl箭a期ッ鍬El刷講⑦γ
｀
脅ヾ刷清⑫y董,ギ1図子El単艦

｀
準1%γWヽ777γゞ〉γギ1獲7ヽへ■9

尋∫lν(1身■勤票尋図予y tty f Oγγttη戦票尋図予車螺⑦照準g OI El回↓母睡⑦▽日)0瞬
°
γCマ以⑫γAヽ2γ計2■7「⑦ヽAヽを9をFl)〉喜コll〉p

%準
｀
〉孝以⑫へヽ百ご|ツヤEl珈Fl図予」、γY 7 7El碁]孝逓辞⑦WY驚,コ1ヨき

｀
)。9 Dl師丁撃⑦

図予単螺り■2(1%Dl γ tt r∠Dl〔f⑦コ
Oγ
 07'アコ⑦)0日¥尋マコツへヽ)η測草E12月κ

`` ⑦珈⑦κヽ4111さγ図予γ■9ツ
｀
09さダイート/4rキンEl ⑦ョ尋ィー/ヽヨンヽ/FIE1 4■4111°7■アン

蚤712■〔Pさダイーふ∠4`414■コ9γ⑦l月4`工⑦イーE―rr・珈尋日
°
7_f_El単艦へヽ■(1

じコイJイロ尋イーE―rr O、γγιャ以叫準lW盲Ψ訛⑦Чκ∠ン4/γへヽ)0蟄認摯¥以暫311ア晋

ミニYムDl〔F⑫r｀利以
°
γ■Kヽ¥認]鱈⑦ヽ発聯Y聯91彰コ日レビ8寺1981｀澤2ElイーE

―rr孝(9981-6081)4-γκ血。マ/ヽ4エン
~r)■

7聾剛聖撃Y｀■濯ig尋軍唯¥.IttDlル9981

F114∠ン4ζギ孝
°
ンへヽ)■半計2彰尋呈鮒⑦(Z981-9181)イκ=4■

・
f・v⑦―手ご―ζ・エー4

/●44尋アコツ事尋図予ツ孝マ箭ツア音認ρ量⑦イE4-~r血44と朝日⑦慟斗⑦萱Aヽ書■¥つ
■動載像甚肇出⑫4r■К009 El¥中⑦管

｀
コ撃ツフヾ〉盲ク面よ陥寝さγ管444ヽ/イム｀

'T7■
当

臨尋rlg影⑫半冨⑫笞単イーローrrぎ烈以町章固田⑫4血444`r°シ、へ)Q翠アツヤ以董7、γ図予

⑫gγ⑫κE4_TA44FIEl単螺Fl1 4∠ン4ζ°ヽ
γ⑫γ■駁彗E10γ⑦」

°
γη冒面肇尋マコツ〉

G尋図予Yコ1イーローrrΨ畔認彰暑ツ準副7「図ψへヽq讐」El TWttDl寺シン81°γC91)と艇ヨ

T蟹響凛aャ以Y梨さダクY°γC謝尋摯¥a γ9El割■o9畔
｀
69以昇彰讐⑫りlY詳・イκrェン

・イーE―rr▼|(8Z81-シ6ZI)ヽイ∠ン4/・イ/tγ・V∠血ン4°77)図予yγ孝9コlY⑫コ利

(4`4ヽ/4ム・イーE―てr)ィー、/ヽイ∠ン4r9ヽA)νゞ目翠以Чくrィッム図予
｀
↓胡E`Iマ

を9°27)14エン4/・Э
・
Мγマ冒」尋羽′蚤77効尋イート/4`41κ■ElイーE―rr、γ⑦7■尋

以下到嗜⑦餃薔⑫

'°
γ澤以さγアコツf―尋童■⑦以準ツソコ洵ア「こ⑦図ψ単艦ツ要」FI Nイ

`YV 4`7 0 TEl響¥⑫コ
｀
0撃γEl―■

・
Э7■4`ゾV4`字

・
TJ O TDlン4二γ6757童W⑫単

′
88さγ昇

擢濯⑫ツ
゛ヽA孝Aヽ)ソ↓ヾ騨マ悩阜FI昇肇彗7ヽy跨単TI昇擢燿⑦イー/ヽ4`41イ■⑫イーE―τ

=
°
γへヽ)νヾ7灘目9ヾ師下鍵図NV/単艦Flマコ準ご1了尋晟努へヽ百Dl宙■7日さγ図予γヽツ風FI饗

°
77以獲7692単螺ツνFlヨFI⑦9ν●9率

｀
¥宗

°
ツ

7)アコをヘヽマツコ聾さ7ng蜘⑦車解くへ孝以|ツア単解ツν∫l冨TlマコツAヽ)ソ翠ヾ聖さγt準割単螺

を単珊⑦単螺
°ヽへγマ)γ象コ1ン尋γヽ⑫孝董,26〉o%準⑫脅準ν⊇さ7マ畔6准孝〔f⑦ツユ孝

一固tV/単鮮9孝7Jく4`01日-9準くル岳

`母
駒驚9嘗Fl諷■

°
フマ)マ畔α進

を図判⑦ヽ14rィッム図vo尋尋静黎⑦羽′ΨXl1 7(1年ココを調製燿寧とコ躙⑫濯寧Ψ爵⑦コ孝4`
Чγ44軍単Fl)妻醜

｀
a?よ、Ar⑫「鳳⑦図予」彙eS尋筆判⑫絆鳳きΨ図予γη醤照)■熙翻さγ

日寺口|マ推I⑦図ψ以ココ
゛ヽへ7■彰晋認アコ〔影El鼎―マイン許ご量⑦獲7孝評理を撃I⑫図予

｀
マ身ア蚤軍さγアコツココ尋¶′園Dlイン許ご量⑦獲町γgC尋7日

｀
■9準2 7Dl事魂⑫以W薫図ψ



ー

にした。

まずは我が国における昭和 25(1950)年以降の地域政策と公園政策を対応させてみた (附表参照)。

戦後の地域政策の基本を昭和 25(1950)年制定の国土総合開発法に基づく政策にみてみる。地域政策

の最も上位に来るのが国土政策で、各々の地域政策はこの国土政策に基づいて基本方向が定められて

いるからである。周知のように、最初の国土総合開発計画が示されたのは昭和 37年 閣議決定の全総で、

これまでに第 5次 まで公表されてきている。公園政策と対応させてみるべき地域政策は、もちろんこ

の全総レベルのものとは限らない。これに続 く各種法律の制定や改正、そうした法律を根拠に様々な

地域政策が採られている。そこで機軸を全総で見て、細部を法律で見ることにする。

最初の全総 (1962)は岩戸景気により工業の発達が進み、国民所得の上昇がみられた時期に公表さ

れた。この計画では東京以外の全国各地に拠点を定めて開発を進めることで国土の新しい姿を求めよ

うとした。期間は昭和 44年 までの 7年間で、急速な工業化の影響に対処するため、この期間に公害対

策基本法 (1967)が 施行され、また都市計画法が全面改正 (1968)さ れて市街化調整区域の概念が登

場し、都市再開発法 (1969)も 制定された。都市計画法改正の前後に導入された山村振興地域 (1965)

と農業振興地域 (1969)の二つの政策により、都市と農山村を三分した地域政策が明確になった。こ

の間の公園政策はどうであったか。全総以前の昭和 31(1956)年に都市公園法を制定したことで、明

治 6年の大政官布達以降に延々と整備してきた都市公園を保守管理し他の利用の侵略を防ぐ方策が採

られた。また翌年には戦前制定の国立公園法 (1931)を全面改正する形で自然公園法 (1957)が 市1定

され、これにより都市公園体系から自然公園の名称が消え風致公園となった。都市への人口集中と地

価の高騰などにより公園の整備が進まない中で、交通戦争から子どもを守る交通公園の施策や広大な

運動広場の整備のため河川敷の公園利用の道が開かれ、一方では工業の発達に伴う公害防御の緑地帯

を整備する施策が始まった。

そして次は昭和 44年からの新全国総合開発計画である。経済成長が続き、物質的な豊かさは絶好調

となるが、反動として世論は環境や精神的な豊かさに向かうことになった。新幹線や高速道路網の整

備を骨格に全国各地に大規模プロジェクト方式による地域開発が始まり公共投資が急激に高まった。

この期間、公園政策にも時代を画す動きがあった。都市公園等整備 5箇年計画 (1972)の スター トで

ある。道路整備 5箇年計画から遅れること18年、河川から12年、下水道より9年遅れてのスタート

であった。しかしその後の6次までの約 30年 間における公園整備に目覚ましい成果が見られた。経済

成長のスピー ドに比較して都市公園整備のテンポが遅く、これを埋めるための政策であったが、昭和

50年 までの第一次では都市化による緑環境破壊の代償として、市街地の生活環境の改善のための基幹

公園の整備がすすめられ、土地利用レベルでの緩衝緑地や広域公園、レクリエーション都市の整備に

も及んだ。身近な公園の整備と共に大規模公園の整備が始まったのが特徴である。また関連する緑の

制度として、都市緑地保全法や生産緑地法の施行もこの時期である。

三全総は、第一次オイルショック後の昭和 52年 のことで、これは経済成長時代から安定成長時代ヘ

の転換期政策として見て取れる。地方定住圏構想により大都市圏人口を抑制し、地方を振興すること

で人口を戻す、過密過疎問題に対処する地域政策であった。そのためにテクノポリス構想などが進め

られる一方で、歴史を生かしたまちづ くりや個性ある地域づくりが提唱され、全国画一からの脱却を

狙った地域政策が打たれた。公園政策としては 5箇年計画も第二次となり、従来の都市における公園

政策に加え農山村での公園政策も見られるようになった。特定地区公園・カントリーパーク制度が創

設されたことで、都市計画区域以外でも従来の農村公園の規模を超えた本格的な公園整備が始まった。

農山漁村地域においての定住構想を促進するうえで公園施策が有効と位置づけてのことであった。ま

た国営イ号公園の整備が次々と始 り、日本が生活大国に進むうえで、公園政策を国土の全体に及ぼす

意図が示されたと考察できる。また、国民体育大会の主会場となるような従来の総合運動公園に加え、

競技場型ではない健康運動公園の整備が進められるようになった。長寿・健康福祉社会への対応とし
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了

てなされた公園政策で社会の変化に向き合ったものであった。そして、全国都市緑化フェアーが全国

各地を持ち回る形で開催され都市緑化植物園の整備が進んだのもこの期間で、都市環境の保全・改善

や自然との共生への対応を強く意識した公園政策として評価したい。

そして、昭和 62(1987)年の四全総となるが、この新たな政策の背景には情報化社会と国際化社会

があり、そこで交流ネットワーク構想を柱としていた。この期間には生活大国 5か年計画 (1992)も

策定され、経済大国時代とは違った政策転換の兆しが見られ、公害対策基本法が環境基本法に改正され、

やがて地球環境時代を受けた生物多様性国家戦略へと進み、これと整合した地域政策が見られるよう

になった。そこでとられた公園政策は第 4次の 5か年計画期間と重なるが、昭和 51(1976)年 の都市

公園法改正で制度化された国営公園の整備がさらに進められ、国営公園以外にも複合リゾー トカント

リー事業など地域づくりと一体となった公園政策が本格化し、単なる都市施設としての公園を超えて、

地域づくりの重要な拠′点として公園を捉えるようになった。

そして全総の流れは、第 5次に当たる平成 10(1998)年 の閣議決定で「21世紀の国土のグランドデ

ザイン」となり、約 10年おきに策定されてきた従来の全総を大きく変えたものになった。開発中心、

国中心からの脱皮もあり、副題に「地域の自立の促進と美しい国土の創造」を掲げた。平成 17年に国

土総合開発法が国土形成計画法に改正され、平成 20年 からは従来の国土総合開発に変わり、国土形成

計画の概念で国土の再構築を政策提示することになった。この期間にとられた公園政策は、阪神淡路

大震災による被災事例から防災公園だけでなく防災街区整備事業への拡大が見られたことであり、ま

た都市公園事業による歴史まちづ くり支援が始まるなど、景観法の制定も相まって都市公園イニシア

ティブの動き、すなわち公園という枠にとどまらず周辺へも効果を広げ、さらにエリア・マネジメン

トを視野に入れる傾向となった。

また、都市公園等整備 5か年計画は平成 14年 までの第 6次で終了するが、この間の 30年 間に整備

された都市公園はスター ト前と比較して、数にして 7倍、面積で 4.3倍 となり、現在は全国で約 10万

か所の公園を管理運営する時代となった。公園の整備費を確保することから公園の管理費を正面する

ことに公園設置の主体は直面している。質の高い公共サービス、厳しい財政運営や民間活力の導入、

さらに行政が担う公共から市民が担う公共へと移行する等の時代背景から、公共施設の管理が維持管

理から運営管理、そしてマネジメントに移行する。そうした一連の流れの中でとられたのが、地方自

治体の指定管理者制度 (2003)で あり、国営公園の市場化テス ト (2007)で ある。

■結び

公園財団は「地域生まれの世界水準」をスローガンに公園の価値向上につながる仕事を進めている。

このスローガンには二つの願いが込められている。一つは、公園はそのいずれもが存在する地域に根

差したものでなくてはならないという考えで、その地域、場所ならではの個性を重視してマネジメン

トしていくとするもの。このことにより、公園が地域で持続するということである。マネジメントの

基本は、公園の場合、その他の公共施設とは違いオーセンティシティ (正真性)を保証できる思想を

持つことだと考えている。そしてもう一つは、世界の各国、各都市、各地域でのグローバルな経験を

糧に、グッド・プラクテイスをわが町の公園で実践することである。旧態依然の運営に怠らない高い

水準を確保する考えである。その二つが実践されているか否かは、ひとえに都市公園のステークホル

ダーの評価にかかっている。厳しい日で正面から取り組む、問題直視の姿勢でありたい。
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蓑茂作成)

地域政策 公園政策・施策 その他の緑政策

昭和 25 (1950)年 国土総合開発法 ,首都建設法、北海道開発法

日召禾口27 (1952)年 電源開発法

日召和 28 (1953)年 離島振興法

昭和 29(1954)年 土地区画整理法
市街地開発で一人当たり311i、 区域で 3%
の公園確保

日召オロ31 1956)年 都市公園法

日召禾日32 1957)年 東北開発促進法 自然公園法

昭和 34 1959)年 九州開発促進法

昭和 35 1960)年 農業基本法

昭和 36 (1961)年
所得倍増計画 新産業都市建設促進法、

近畿圏整備法

昭和 37(1962)年
全国総合開発計画を閣議決定

四国地方開発促進法、北陸地方開発促進法、

中国地方開発促進法

交通公園設置運営要領 樹木保存法 (略記)

昭和 40 (1964)年 東京オノンピック

昭和 40 (1965)年 河川敷地の占用許可、山村振興法 河川敷公園の誕生

昭和 41(1966)年 中部圏開発促進法 緩衝緑地の創設
古都保存法 (略記)、

首都圏近郊緑地保全法

日召和 42 (1967)年 公害対策基本法

昭和 43 (1968)年 都市計画法全面改正 国営武蔵丘陵森林公園の整備に着手 市街化調整区域

昭和 44(1969)年
新全国総総合開発計画・拠点開発方式

都市再開発法、農振法 (略称)

日召禾日45 (1970)年 ′本万国博覧会 筑波研究学園都市建設法 レクリエーション都市整備推進要綱

昭和 46 (1971)年 農村地域工業導入促進法 国営飛′鳥歴史公園整備開始

昭和 47(1972)年 日本列島改造諭 工業再配置促進法
都市公園等整備五箇年計画 (第 1次 )、 淀川

河川公園整備開始

昭和 48(1973)年 生産緑地法、

都市緑地保全法

昭和 49 (1974)年 ″′欠オイルションク 国土利用計画法

国営公園管理運営組織

として公園緑地管理財

団設立

昭千日50 (1975)年 都市緑地、緑道の新設、都市緑化植物園 (通達)

造園施工管理技術検定

制度創設

昭和 51(1976)年
都市公園等整備五箇年計画 (第 2次 )、 都市

公園法改正により国営公園制度、兼用工作

物制度、都市緑化植物園

都市緑化推進要綱

昭和 52(1977)年 第二次全国総合開発計画・地方定住圏構想 緑のマスタープラン通達

昭和 53 (1978)年
防災公園整備制度、国営昭和記念公園、滝

野すずらん丘陵公園の整備着手

都市緑化のための植樹 5

か年計画

昭和 54(1979)年 国営常陸海浜公園の整備着手

昭和 55 (1980)年
特定地区公園・カントリーパーク制度創設、

国営木曾三川公園の整備着手

昭和 56 (1981)年
都市公園等整備五箇年計画 (第 3次 )、 公開緑
地事業、国営みちのく社の湖畔公園整備着手

都市緑化基金設立

昭和 57(1982)年 国営備北丘陵公園整備着手

昭和 58(1983)年 テクノポリス法
第 一 回 全 国 都 市 緑 化

フェアー

昭和 59 (1984)年 国営讃岐まんのう公園の整備着手

昭和 60 (1985)年 ふれあい公園整備事業

昭和 61(1986)年 都市公園等整備五箇年計画 (第 4次 )、 健康運

動公園の整備開始、防災緑地緊急整備事業

昭和 62(1987)年
第四次全国総合開発計画・交流ネットワー

ク構想

リゾー ト法

複合リゾー トカントリー整備事業の創設

日召和 63 (1988)年
多極分散型国土形成促進法、ふるさと創生

1億円交付
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